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議 事 録 

会 議 の 名 称 

 

令和３年度 第４回 国民健康保険運営協議会 

 

開 催 日 時        

 

令和４年１月２６日 

 

開 催 方 法 

 

書面開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

 

出  席  者 委員１２名 

会 議 次 第 

 

１ 議  事 

（１）令和４年度国民健康保険特別会計予算案について 

（２）令和３年度国民健康保険特別会計３月補正予算案について 

２ 報告事項 

（１）赤字削減・解消変更計画書について 

３ そ の 他 

 

配 布 資 料 

 

１-１ 令和４年度国民健康保険特別会計予算案 

１-２ 令和４年度国民健康保険特別会計予算案の概要 

２   令和３年度国民健康保険特別会計３月補正予算案 

３-１ 赤字削減・解消変更計画書 

３-２ 赤字削減・解消計画変更に伴う削減予定額比較表 

４   意見書 

５   埼玉県国保協議会による「陳情書」 

６   令和３年度版見てなっとく！さいたまの国保 

７   国保のすがた 

８   埼玉の国保２０２１年１２月号、２０２２年１月号 

 

 

議  事  の  経  過 

 

 

発  言  者 

 

議  題・発言内容・決定事項 

 

委員 

 

 

 

 

「１-２ 令和４年度国民健康保険特別会計予算案の概要」 

過年度分の保険税となると収納率はグッと低くなるので、現年

度のうちに手をうつのが効果があるのは明らか。また、収納率が

県の目標値に到達すれば交付金も多くいただけるのではないで
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

しょうか。マンパワーの増員はないのでしょうか。 

  

保険税の収納につきましては、納税課においても現年度のうち

に手をうつことは収納率向上に大きな効果が見込まれると考え

ていることから、引き続き、納期内納付が図れる口座振替を推進

していくとともに、いつでも納付ができるコンビニ収納、スマホ

決済の啓発をしてまいります。  

また、納期限を過ぎても未納の場合には、督促状、催告書、差

押予告書などの文書催告を行うとともに、滞納となる税の累積

化、長期化を防ぐ意味からも早期に財産調査を行い、一定の資力

があるにも関わらず納付がない場合には、税徴収の公平性に鑑み

法令に基づく滞納処分を実施し、年度内完納に努めます。 

交付金につきましては、保険者努力支援交付金において、被保

険者数の規模等に応じて設定された目標収納率を達成した場合

に、補助金が交付される基準があります。 

マンパワーの増員につきましては、現状の限られた人員の中で

保険税の地道な収納対策を行うとともに、滞納者には納付相談や

分割納付等、滞納者の状況に合わせ、きめ細かい対応を図ってま

いります。 

 

 

「１-２ 令和４年度国民健康保険特別会計予算案の概要」 

段階的な税率の見直しですが、滞納者が多い、コロナ禍、生活

用品の値上げラッシュなど不安な要素が重なっているのでもう

少し様子をみるのも必要かと思います。 

 

税率の見直しにつきましては、コロナ禍や社会情勢などを踏ま

えつつも、国民健康保険の財政運営は、被保険者の減少や高齢化、

１人当たりの医療費の増加などにより厳しい状況にあり、また、

埼玉県では、令和９年度に保険税水準の準統一(※)が進められて

いることからも、様々な要因を総合的に勘案して、国民健康保険

の持続的な、安定的な運営が図れるよう検討してまいります。 

※保険税水準の統一とは、同一都道府県内において、同じ世帯構

成、所得であれば同じ保険税となることで、埼玉県の保険税水準

の準統一とは、収納率格差以外の項目を統一すること。 

 

 

「１-２ 令和４年度国民健康保険特別会計予算案の概要」 

 「保健事業」について、被保険者数の減少による「保養所利用

補助」、「健康マイレージ事業」の減額はいたしかたないと思いま

すが、各事業の周知徹底や申込方法の簡素化を図り、市民が気軽

に参加できる工夫を期待します。また、新しいアイデアや先進的

な取組をしている市町村に学び、他課との連携を含め、新規事業

の立ち上げは無理でしょうか。 

 

 保健事業の周知につきましては、以前からホームページや広報
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事務局 

を通じて行っており、令和３年度からは新たにパンフレットにも

掲載したところでございますが、現在の国保制度は、市町村の

個々の取組が評価され、交付金に反映されることから、他市町村

の状況も踏まえ、効果的な周知方法等について、検討してまいり

ます。 

 

 

「３-２ 赤字削減・解消計画変更に伴う削減予定額比較表」 

「保険者努力支援交付金の獲得」について、人間ドックの個人

検査結果を提出することに抵抗がある人に、受けた検査項目が分

かる物を提出してもらい、「特定健診」項目を満たしていれば受

診者として認定することは不可能なのでしょうか。 

 

提出していただく検査結果につきましては、特定健診の項目が

満たされていれば、特定健診の受診者として登録が可能となりま

す。検査結果の提出に抵抗がある場合は、任意の様式でも差支え

ありません。 

  

 


